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【
15

】〔
西
牧
入
矢
川
村
よ
り
信
州
佐
久
郡
ほ
つ
ち
へ
罷
出
候
道
女
通

間
敷
旨
外
通
行
規
定
に
付
請
書
〕
：
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
） 

（
下
仁
田
町 

神
戸
家
文
書 

Ｐ
八
二
一
三 

№
一
八
一
二―

二
） 

 
 

            

 

《
釈 

文
》 

一
上
州
西
牧
入
矢
川
村
ゟ
信
州
佐
久
郡
ほ
つ
ち
へ 

罷
出
候
道
、
女
一
切
通
し
申
間
敷
候
、
在
之
者
之
外 

他
所
之
者
一
切
通
し
申
間
敷
候
、
お
し
て
罷
通
候 

者
候
ハ
ヽ
留
置
、
江
戸
へ
御
注
進
可
レ

申
候
、
御
安
内
之
外 

道
無
レ

之
候
、
見
の
か
し
候
て
通
し
候
者
、
所
之
者 

罪
過
ニ

可
レ

被
二

仰
付
一

候
、
此
在
所
ふ
さ
か
り
申
候
ヘ
ハ 

め
い
わ
く
申
候
間
、
如
レ

此
申
上
候
、
仍
如
レ

件 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

金 

兵 

衛 

寛
永
八
未
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

喜 

兵 

衛 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

兵 
 

 

吉 

小 

幡 

孫 

一 

様 

塚 

原 

次
左
衛
門
様 

 

《
読
み
下
し
》 

一
上
州
西
牧
入
矢
川
村
よ
り
信
州
佐
久
郡
ほ
つ
ち
へ 

罷
り
出
で
候
道
、
女
一
切
通
し
申
す
間
敷(

ま
じ
く)

候
、
在(

ざ
い)

の
者
の
外 

他
所
（
た
し
ょ
）
の
者
一
切
通
し
申
す
間
敷
候
、
お
し
て
罷
り
通
り
候 

者
候
は
ば
留
め
置
き
、
江
戸
へ
御
注
進
申
す
べ
く
候
、
御
安
内
の
外 

道
こ
れ
な
く
候
、
見
の
が
し
候
て
通
し
候
は
、
所
（
と
こ
ろ
）
の
者 

罪
過(
ざ
い
か)

に
仰
せ
付
け
ら
る
べ
く
候
、
此
の
在
所
ふ
さ
が
り
申
し
候
へ
ば
、 

め
い
わ
く
申
し
候
間
、
此
（
か
く
）
の
ご
と
く
申
し
上
げ
候
、
仍
っ
て
件
（
く
だ

ん
）
の
如
（
ご
と
）
し 

 
 

 

（
後
略
） 
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《
用 

語
》 

【
西
牧
：
さ
い
も
く
】
『
群
馬
県
立
文
書
館
収
蔵
文
書
目
録
一
四 

神
戸
金
貴
家
文

書
（
一
）
』
（
平
成
八
年
）
の
解
題
に
よ
れ
ば
、
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
の

西
牧
谷
の
永
高
検
地
で
設
定
さ
れ
た
も
の
で
、
「
西
牧
領
」
「
西
牧
村
」
と
も

い
う
。
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
石
高
検
地
以
後
の
村
名
で
は
、
大
平
村･

坂

詰
村･

森
平
村･
藤
井
村･

本
宿
村･

黒
川
村･

根
小
屋
村･

矢
川
村･

漆
萱
村･

芦

野
平
村･

三
ツ
瀬
村･
市
野
萱
村(

以
上
、
下
仁
田
町)･

恩
賀
村･

入
山
村(

以
上
、

現
安
中
市)

の
一
四
か
村
を
さ
す
と
い
う
。 

【
矢
川
村
：
や
が
わ
む
ら
】
現
下
仁
田
町
西
野
牧
。
鏑
川
最
上
流
部
の
谷
筋
に
位
置

し
、
東
南
は
根
小
屋
村
、
北
は
和
美
峠
を
越
え
て
信
州
馬
取
萱
（
ま
と
り
が
や
）

村
（
現
長
野
県
北
佐
久
郡
軽
井
沢
町
）
、
西
は
矢
川
峠
お
よ
び
香
坂
峠
を
経
て

信
州
香
坂
新
田
村
（
現
長
野
県
佐
久
市
）
に
接
す
る
。
近
世
は
お
お
む
ね
幕
府

領
。
寛
文
郷
帳
に
は
元
禄
郷
帳
で
枝
村
と
さ
れ
る
大
栗
村
が
別
記
さ
れ
、
村
高

は
両
村
合
せ
て
五
八
石
余
で
す
べ
て
畑
方
、
当
村
に
は
御
巣
鷹
山
が
あ
っ
た
。 

【
発
地
：
ほ
つ
ち
】
発
地
村
。
現
軽
井
沢
町
発
地
。
沓
掛
宿
の
南
方
約
三
キ
ロ
に
あ

る
風
越
山
と
八
風
山
の
間
に
あ
り
、
上
下
に
分
れ
る
本
村
と
枝
郷
杉
瓜
及
び
馬

越
か
ら
な
る
。
借
宿
か
ら
分
岐
す
る
下
仁
田
道
（
女
街
道
ま
た
は
姫
街
道
）
と
、

岩
村
田
宿
（
現
佐
久
市
岩
村
田
）
・
小
田
井
宿
（
現
御
代
田
町
小
田
井
）
よ
り

茂
沢
・
草
越
を
経
て
入
山
峠
（
現
軽
井
沢
町
境
、
群
馬
県
安
中
市
松
井
田
町
）

に
通
じ
る
日
影
通
が
交
差
す
る
中
馬
道
の
要
地
。 

【
間
敷
：
ま
じ
く
】
禁
止
、
ま
た
は
、
し
な
い
こ
と
を
勧
誘
す
る
意
を
表
わ
す
。
な

い
よ
う
に
せ
よ
。 

【
在
ノ
者
】
「
在
」
は
い
な
か
、
在
所
、
特
に
都
会
か
ら
少
し
離
れ
た
所
を
い
う
こ

と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
い
な
か
の
も
の
・
土
地
の
も
の
の
意
味
。 

【
注
進
】
事
件
を
急
い
で
報
告
す
る
こ
と
。 

【
罪
過
】
罰
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
処
罰
。 

【
在
所
】
場
所
。
と
こ
ろ
。 

 

《
解 

説
》 

こ
の
文
書
は
、
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
に
幕
府
目
付
と
し
て
塚
原
次
左
衛
門
と

小
幡
孫
市
の
二
人
が
派
遣
さ
れ
検
分
が
行
わ
れ
た
際
の
史
料
で
あ
る
。
検
分
の
目

的
は
、
第
一
に
関
所
の
検
分
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
関
所
周
辺
に
あ
る
信
州
（
長

野
県
）
へ
の
抜
け
道
の
調
査
及
び
そ
の
閉
鎖
に
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
ず
幕
府
目
付
に

よ
る
抜
け
道
の
実
施
調
査
は
、
和
美
峠
道
の
周
辺
か
ら
始
め
ら
れ
、
そ
の
際
に
村
か

ら
出
さ
れ
た
の
が
こ
の
書
付
で
あ
っ
た
。
抜
け
道
の
閉
鎖
は
、
一
般
に
堀
切
り
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
た
が
、
矢
川
村
か
ら
信
州
佐
久
郡
発
地
村
へ
通
じ
る
道
筋
の
場
合
、

地
元
民
の
生
活
道
路
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
地
元
村
民
の
往
来
だ
け
は
認
め
ら

れ
て
い
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
他
所
者
及
び
女
性
の
往
来
は
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
（
参
考
：
岡
田
昭
二
「
寛
永
期
に
お
け
る
幕
府
の
関
所
政
策
」
『
双
文
』
三

号
、
一
九
八
六
年
） 

中
山
道
碓
氷
関
所
の
裏
固
め
の
役
割
を
果
た
し
た
西
牧
関
所
は
、
下
仁
田
道
沿

い
の
甘
楽
郡
本
宿
村
と
藤
井
村
の
両
村
（
現
、
下
仁
田
町
）
に
設
置
さ
れ
た
関
所

で
、
藤
井
関
所
と
も
い
う
。
創
設
は
、
南
牧
川
沿
い
の
砥
沢
村
（
現
、
南
牧
村
）
に

置
か
れ
た
南
牧
関
所
と
共
に
、
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
代
官
中
野
七
蔵
の
時
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
寛
永
八
年
に
は
こ
の
史
料
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
幕
府
目
付
に

よ
る
検
分
と
抜
け
道
禁
止
を
経
て
、
九
月
に
「
藤
井
村
・
砥
沢
村
御
関
所
通
行
規

定
」
が
幕
府
か
ら
出
さ
れ
る
に
及
び
、
幕
府
関
所
制
度
が
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た

と
見
ら
れ
て
い
る
。 

  


